
登録区分と出場可能な競技会

登録費用

本部連盟 地方連盟 合計

新規・再登録 4,000円 2,000円 6,000円 任意

継続登録 3,000円 1,000円 4,000円 任意

個人登録 新規・継続登録 9,000円 11,000円 20,000円 義務

フィットネス個人登録 新規・継続登録 8,000円 0円 8,000円 義務

限定登録 試合毎 2,000円 0円 2,000円 任意

社会人連盟よりの登録は従来どおりとする、健康美は限定登録
＊確認事項

加盟クラブ　選手登録

フィットネス個人登録

JBBF加盟クラブの会員

オープン(日本・東京・ブロックを除く)大会には出場できない

加盟クラブ以外又は個人で選手登録を行いたい方

地方オープン(日本・東京・ブロックを除く)大会には出場できない

義務講習会
個人・フィットネス個人登録選手は原則3年間の内1回以上日本連盟が指定する講習会を受け
なければならない、登録初年度は特例としてテキストを参考にレポート提出にて講習会受講に
変えることができる。次年度登録する場合は義務講習会へ参加のこと。
講習会は日本クラス別、日本マスターズ選手権の前日、状況により別に定める。又は指導者講
習会の指定プログラムを受講する。

登録費

義務講習(ドーピング・競技ルール)はクラブ加盟登録選手は任意とする、但しクラブ内にてク
ラブ代表者より教育を受ける、受けられない場合は義務講習へ参加のこと。個人登録・フィッ
トネス個人登録は義務講習として必須(初年度のみ特例講習有)。限定登録は受講することが望
ましい。

男子フィジーク・女子フィットネス競技だけに参加したい方

地方連盟(ブロック大会も含む)主催のオープン大会に参加したい方

在住・在勤の地方連盟に登録

ＪＢＢＦへ直接登録

地方連盟を通してＪＢＢＦへ間接登録
限定登録

(公社)日本ボディビル・フィットネス連盟

選手登録に伴う区分と登録費について

登録の受付期間と登録変更
毎年4月より新年度登録とする。
年度途中より登録する場合は4月にさかのぼっての登録となる、フィットネス個人登録より個
人登録に移行する場合は新たに20,000円を、個人登録から加盟クラブ選手登録に移行する場
合は翌年度より継続登録4,000円を地方連盟に登録申請書とともに年会費を支払う。
選手登録している選手が翌年度限定登録へ移行することもできる、フィットネス個人登録も同
様である。
限定登録から当年又は翌年度に加盟クラブ選手登録を行う場合は新規登録とする。

公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟(以降、JBBF)はボディビル・フィットネス
競技を正しく普及発展するためにJBBF加盟クラブ以外でトレーニングを行うアスリートの競
技参加を促すため平成28年度より個人及びフィットネス個人登録を行う、またオープン大会
に伴う限定登録についても定めることとする。

加盟クラブ　選手登録

個人登録

種類 義務講習

全ての競技会に所属連盟の承認の下に参加できる

全ての競技会に所属連盟の承認の下に参加できる


